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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年５月 19日開催の取締役会において、2026年６月 19日開催予定の第 46回定時株

主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

 

１． 定款変更の目的 

（１） 現行定款第２条（目的）第 33 号において、特許権等の総称として使用している「知的所有

権」という用語を、現代の法的慣習および実務に適合させるため「知的財産権」へと改めるとと

もに、当該権利の内容をより明確かつ包括的に表示するため、その代表的な権利である「著作権

等」を明記するなど、所要の整理を行うものであります。 

（２） 当社拠点における運営実態および行政機関との連携強化に鑑み、助成金制度が定める教育訓練

機関としての要件充足、および新たに承継するコワーキング事業等の適正な運営を担保するた

め、必要な事業目的を追加するものであります（変更案第２条第 34 号および第 35 号）。 

（３） 当社グループが推進する「GD（グリーン・デジタル）」および「F-Japan（地方創生）」戦略の

進展に伴い、事業領域は高度化・多角化しております。こうしたグループ戦略の明確化、コンプ

ライアンスの徹底、および情報セキュリティ基盤の強化を目的として、主要子会社の事業ドメイ

ンを反映した目的事項の拡充を行うものであります（変更案第２条第 36 号から第 39 号まで）。 

（４） 上記各目的に係る新設および変更に伴い、項番（号数）の繰り下げおよび表記の整備を行うも

のであります。 

 

 

 

 

 



 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

 （下線は変更部分を示します。） 

現  行  定  款 改    定    案 

（目  的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

 

  1．～17. 

 

 18．損害保険代理業、自動車損害賠償保障法

に基づく保険代理業及び生命保険の募

集に関する業務 

 

 19．不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋及び

管理 

 

 20．～27． 

 

 28．通信機器による健康調査に関する医療情

報の収集、分析及び提供 

 

 29．～32． 

 

 33．知的所有権（特許権、商標権、実用新案

権、意匠権）および専属販売契約上の権

利の譲渡等の鑑定評価および企画、開発

およびそのリース、レンタルならびに紹

介斡旋業務 

 

        （新 設） 

 

 

 

 

        （新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

（目  的） 

第２条     （現行通り） 

 

 

（現行通り） 

 

 18．損害保険代理業、自動車損害賠償保障法

に基づく保険代理業および生命保険の

募集に関する業務 

 

 19．不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋およ

び管理 

 

（現行通り） 

 

 28．通信機器による健康調査に関する医療情

報の収集、分析および提供 

 

（現行通り） 

 

 33．知的財産権（特許権、商標権、実用新案

権、意匠権、著作権等）および専属販売

契約上の権利の譲渡等の鑑定評価お   

よび企画、開発およびそのリース、レン

タルならびに紹介斡旋業務 

 

 34．教育・研修・能力開発のための講演会、

イベント、研修会等の企画、制作、運営、

管理および実施をはじめとする教育訓

練事業 

 

 35．コワーキングスペース、シェアオフィス、

レンタルオフィス、貸会議室その他各種

貸室施設の企画、運営、管理およびこれ

らに関連するサービスの提供 

 

 36．脱炭素社会の実現およびグリーン・トラ

ンスフォーメーション（GX）に関するコ

ンサルティングならびに環境負荷低減

に資する機器の販売、設置および保守管

理 

 

 37．地域社会の活性化、地方創生に関する事

業の企画、運営、支援およびコンサルテ

ィング 



 

 

 

（新 設） 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 34．～36． 

 

 

 38．人的資本経営、働き方改革、コンプライ

アンス体制構築およびリスクマネジメ

ントに関するコンサルティング 

 

 39．サイバーセキュリティ対策の導入支援、

情報セキュリティ監査および情報資産

の管理・保護に関する業務 

 

 40．～42． 

 

 

 

３． 日程 

 定款変更のための株主総会開催日（予定） 2026 年６月 19 日 

 定款変更の効力発生日（予定）      2026 年６月 19 日 

以   上  


